
① or ②①＋②①＋②＋③

加算（Ⅰ）

月額3.7万円相当
加算（Ⅱ）

月額2.7万円相当
加算（Ⅲ）

月額1.5万円相当
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（出典）厚生労働省資料 ※加算（Ⅳ、Ⅴ 今後廃止予定）は省略

特定加算
（Ⅰ） 特定加算

（Ⅱ）
特定加算
（Ⅰ） 特定加算

（Ⅱ）
特定加算
（Ⅰ） 特定加算

（Ⅱ）

処遇改善加算とキャリアアップ
＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系
を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修
の機会を確保すること

③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の
基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

（参考）介護人材確保の目指す姿 ～「まんじゅう型」から「富士山型」へ～

①経験

職位 勤続年数 月給例

主任 ６年～ 36万円

班長 ３～６年 32万円

一般 ～３年 28万円

②資格 ③評価

職位 資格 月給例

主任
事業者が指定する
資格を取得 36万円

班長 介護福祉士 32万円

一般 資格なし 28万円

職位 実技試験の結果 月給例

主任
班長試験で
Ｓ評価 36万円

班長
一般試験で
Ａ評価以上 32万円

一般
一般試験で
Ｂ評価以下 28万円

(例) (例) (例)
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